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県では、県土の骨格を形成すべき特に重要な路線網を「骨格幹線道路ネットワーク」と位置づけ、重点的に整備を推進しています。昨年度は、２カ所の

道路・工区が供用しました。

出典：奈良県道路整備基本計画（令和元年１０月改定）


